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地方創生と埼玉県の位置を考える

（公財）埼玉りそな産業経済振興財団　主席研究員　　萩
はぎ
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本稿では、埼玉県の人口・高齢化や都市の動向を

確認しつつ埼玉県の位置（ポジショニング）を考え

たい。人口減少について大きく注目を集めた日本創

成会議（座長：増田寛也元総務大臣）の提言、及び、

まち・ひと・しごと創生法に基づく、「長期ビジョン」

「総合戦略」（平成26年12月27日閣議決定）などを

参照しながら、その認識と埼玉県の状況を比較検討

する。

本広域連合の平成27年度政策課題共同研究とそ

の成果と重なるところ、異なるところが多々あるか

と思うが、研究に様々な視点を加えるとのことで、

ご容赦願いたい。

１　埼玉県の人口動向

まず、埼玉県の人口動向をみると、1970年代に

急激な人口増加があり、今後緩やかな減少が見込ま

れている。国勢調査によれば1960年に243万人だっ

た人口が、2010年に719万人に増加（+196％）し

たが、社人研の推計１によれば2040年には630万人

まで減少する（▲12.3％）と推計されている。近

年の人口増減をみてみると県南の市町は依然として

増加、人口減少は秩父・県北からはじまっており、

同推計では、県南の市町も減少に転じるが、東京都

に近いほど、減少の幅は小さい傾向がみられる。

また、今後は、高齢者人口が激増することが推計

されている。日本創成会議の提言「東京圏高齢化

危機回避戦略」（平成27年６月）でも指摘されたよ

うに、高度成長期に首都圏に流入した団塊の世代

（1947 ～ 49年生まれ）が高齢化するためで、その

世代が75歳以上の後期高齢期にさしかかる2025年

以降は、高齢者介護・医療需要が大幅に増加する、

いわゆる2025年問題が懸念されている。社人研の

推計では2025年に75歳以上人口が2010年比較で

２倍以上になる県内市町村は、63市町村中32市町

に及ぶ。

一方、2013年の合計特殊出生率の高いのは東京

都に近い南西部地域（1.39）、低いのは県央の比企

地域（1.06）の市町であり２、2013年に限らず東

京都に近い市町の合計特殊出生率が高い状況がみら

れる。これは日本創生会議などが指摘する地方は合

計出生率が高く都市圏は低いという認識とは異なる。

２　埼玉県の位置（これまで）

東京圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の１

都３県）が日本中から人口を集めており、それを是

正することが地方創生３の大きな課題とされている

が、東京圏内での人口の動向については意外と知ら

れていない。東京都は人口移動の面からみると他の

３県に対して転出超になる。埼玉県は、神奈川県、

千葉県とともに東京都から人口を受け入れてきた。

埼玉県は1963 ～ 74年に、純移動数で東京から毎

年６万人から10万人の転入超となっている４。

地方から移動してきた人口が、東京都からあふれ、

その受け皿が埼玉県（そして神奈川県、千葉県）に

なったといえる。

埼玉県は、東京都からあふれる人口の受け皿で

あったため、東京に近い地域から開発され、人口も

増えた。地価も住宅価格も東京に近いところが高く、

距離につれて安くなる序列は、現在まで変わらぬ傾

向である。近年でも、埼玉県は、都内に居住してい
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る30代の結婚・子育て世代を中心の転入が大幅に

超過となっている５。

地方創生の考え方は、「しごと」を求めて人が動く、

だから地方に「しごと」をつくる、ということであ

るが、東京圏では、職とともに「住」を求めて人が

動き、東京以外の３県では、「住」をつくって人を

呼び込んできた。

東京圏では交通網が発達し、住む場所の選択肢が

多く、進学、就職、結婚・出産の際に移動しやすい。

意識調査で「交通の便が悪い」ため転居意向が高く

なる市町がみられる６が、近くにより「交通の便が

良い」転居先がたくさんあることが影響していると

思われる。

比企地域の合計特殊出生率が低いのは、結婚や出

産を期に若い世代向けの住宅が多数提供されている

県南地域に転出してしまうからだと考えられる。同

じ比企地域にあっても、新駅ができ、その周辺の土

地区画整理がなされて、新しい住宅が提供された滑

川町の合計特殊出生率は高い７。

日本経済研究センターの大都市研究会８では、東

京は、若い世代の出会いの場を提供しており、結婚

後は神奈川、千葉、埼玉などの周辺県に住まわせて、

出生に貢献しているとしている。埼玉県の場合、東

京で出会ったカップルが住むのは県南の市町である。

県南の市町において、転入超過（社会増加）が多く、

合計特殊出生率も高いというのは、東京に近く、ま

た、住まいも提供されているとの理由が考えられる。

ただし、合計特殊出生率が高いといっても、平成

26年に全国平均（1.42）を超えている県内の自治

体は、朝霞市（1.54）と戸田市（1.51）の2市のみ

である９。住む場所として選ばれても、生まれる子

どもの数が限られるのは、都市部での住宅の狭さも

あると思われる。「希望出生率」10を算出する基礎

にもなっている調査においては、理想の子ども数を

持たない理由として、「家が狭いから」がそれなり

の割合（13.2％）ある11。ちなみに、国の総合戦略

においては、「若い世代の結婚・出産・子育ての希

望をかなえる」としながら、三世代同居には言及し

ても、若い世代の住宅の広さについての記述はない。

３　社会増加は続くか

社人研の人口推計は2005-10年の社会移動に基

づき将来の社会移動を推計している。埼玉県はこの

間に社会増加だったため、人口減少の程度は相対的

に少ないと推計されている。同様に、同じ期間で社

会増加だった自治体は、調整はあるものの社会増加

が続くとして推計されている。しかし、ある期間の

社会増加の傾向が将来も続くと考えてよいかは疑問

がある。

若い世代の流入による人口増加から高齢化・人口

流出に転じた例は、かつて開発されたニュータウ

ン12にみられる。

高度成長期に、ニュータウンが「まちびらき」を

すると、一度に若い世代が大量に流入する。人口の

流入が好調であるほど、計画地は計画人口まで短い

期間で一杯になる。ここからしばらくの期間は、社

会増は縮小するが、子どもが生まれての自然増加が

みられ高齢化率も低い。しかし、その後は、生まれ

た子どもたちが独立し出ていくとともに、高齢者の

み世帯、高齢単身世帯も増える。この時期は、転出

と死亡が増えることで人口が減少するが、世帯数は

あまり減らない。次の時期になると高齢者の死亡が

増え、空き家が発生するが、子どもは帰ってこず、

新たな人口の流入もなくなり、人口も大きく減る。

このような動きは日本創成会議「東京圏高齢化危機

回避戦略」（平成27年６月）にも描かれている13。

そのような状況に至る前に、新たに人口を流入さ

せる方策をとるか、空き家が発生しても次の入居者

がすぐ入るほど魅力のある地域にしておかねばなら

なかったが、どちらもできず、高齢化と人口減少、

空き家の発生に悩まされるニュータウン（オールド

タウン）が増えている。

埼玉県のニュータウンは、1960年代～ 70年代
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初頭に開発されたものが多く、その入居者の子ども

たちが結婚・出産・子育てのため家を構える時期に、

1980年代からのマンションブームや都心回帰現象

の中で、より都心に近い便利な場所に家を持てるよ

うになったために、一世代限りのものとなりやすい

環境だったといえる。しかし、それ以降に開発され

た住宅団地でも、同様な若い世代の短期間での転入、

その後の高齢化・人口減少がみられる。

オールドタウン問題は、自治体の中にかつての

ニュータウンや住宅団地を大きな規模で数多く抱え

ているほど深刻になりつつある。

埼玉県においては、「しごと」は東京にあり、そ

こからの距離に応じて様々な「住」を提供してきた

経緯がある。そして「住」を提供し続けられなけれ

ば、ニュータウンにみられるように他に人口が流失

してしまう位置にある。

埼玉県は、産業団地を開発し、東京から「しごと」

を移転しようとしたが、本社機能は東京から動かず、

生産機能はより地方や海外に移った。その結果、埼

玉県の産業は、増えた人口の生活を支える商業、流

通、教育や医療・福祉・介護などのサービス業、物

流業が中心となりつつある。製造業も消費地近くに

立地が必要な印刷業や、加工食品、化粧品や医療用

品などの生活関連製品の製造が中心である。

どうしても人口とそれを支える「住」を中心に考

えざるをえない埼玉県の位置は、東京が2020年に

向けて大規模な再開発により大量のオフィスの供給

を予定し14「しごと」において圧倒的な地位を占め

続ける限り今後も簡単に変わることはないだろう。

４　空き家の発生とその対策

埼玉県は、人口を維持する「住」が重要であるが、

その脅威になりうるのが空き家の発生である。

本来、住宅は資産であるから、その価値があれば、

相続や権利関係の課題があっても新しい所有者が現

れるはずだが、空き家となるのは住む価値がないと

みなされるからである15。これは、商店街の空き店

舗も同じで収益が見込めるところならば、後継者が

現れるか、賃貸に出されるのと同じである。

空き家の発生は、周辺の住環境を悪化させ、不動

産価値を下落させる。住環境の悪化や不動産価値の

下落は、住宅を処分や管理しようという意欲を削ぎ、

さらなる空き家を発生させる悪循環が起こる。

解決のためには、まず、所有者が空き家を放置し

ていても、何のペナルティもなく、除却するよりも

税制上有利であるという状態は、放置を長引かせ住

環境を悪化させる要因になっているので、ここを変

える必要があり、空き家対策特別措置法（平成27

年５月施行）でも視野に入っている。

空き家に特化した条例を全国で初めて制定したの

は所沢市で、政令市で初めて制定したのは、さいた

ま市であるように、現在、人口が増え、世帯数が増

えている都市部でも空き家が増えている。これは、

空き家となる建物とその周辺環境に魅力がないこと

と、親の住宅を子どもが継がないという世代交代の

失敗に原因がある。ニュータウンの事例でもみたよ

うに、空き家は、最初の入居世代が亡くなるタイミ

ングで発生しやすい。子どもが独立して帰ってこな

いため、親が亡くなった家が無管理状態に放置され

るというのが典型である16。高齢単身世帯数は埼玉

県で20万世帯を超えている17が、その住まいが持ち

家の場合、空き家予備群ともいえる。

そのような状況で、最も効果的な空き家対策は、

そもそも空き家を発生させないことである。空き家

が発生してから活用を考えるのではなく、空き家に

なる前からその住宅の先行きを確定させておく必要

がある。

出産前から出産後までの母子の健康をケアするこ

とを周産期医療と呼ぶが、高齢者の生活とその住ま

いを合わせてその生前・死去後の周死期とも呼べる

期間の対応が求められる。

現在の空き家でない建物の状況まで把握して、そ

の所有者の将来にわたる住宅利用の意思を明らかに
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してもらうことが必要である。所有者が自主的に自

分の死後や長期的な財産処分の方策が定まっている

ことを申告し、それに対して固定資産税や相続税の

減免をする制度を自治体や国がつくることは可能で

あろう。一方、相続税の軽減のためアパート、ロー

ドサイド店舗の賃貸経営やタワーマンション購入を

誘導するような仕組みは見直されるべきだろう。

事業収支や相続や税金の問題も含めて、空き家を

発生させるデメリットと、それを避けるメリットに

ついて、所有者を啓発したり、実際の処分の方策に

ついて、きめ細かい相談を受けることは、民間事業

者や専門家によらなければ不可能なので、行政と民

間の連携が必要となる。

建物の所有者の希望を、実際のまちづくりに反映

させ、さらに、まちづくりの観点から所有者に様々

な提案を行政や地域の側から行っていくことの積み

重ねの上に地域の将来を描くような、これまでの都

市計画マスタープランや地区計画とは違うアプロー

チが必要となるだろう。

発生してしまった空き家の活用については、本広

域連合の平成２７年度政策課題共同研究で様々な提

案がなされていると思うが、建物のリノベーション

も含めて魅力的な活用の事例を示すことは、所有者

の住宅提供の強い動機付けとなるので、大いに期待

される。

望みをいえば、建築や都市計画の専門家には、例

えば、計画人口が１万人の住宅団地が、現在、人

口７千人で高齢化率30％として、20年後に５千人、

40％となり、30年後に4千人まで減るが、若い世

代が流入して20％まで高齢化率が減少するなどの

想定で、30年後までにわたり、５年～ 10年刻みで、

どんな街区、住宅、公共施設が必要で、道路、上下

水道の維持などをどうするか、プランを実例で試作

してもらいたい。その際に、実際の施工や工事、民

間部門・行政部門の資金調達をどうするかは、民間

事業者や金融機関が入って事業計画を作成すること

が必要だと思われる。さらに、自治会・町内会など

の合意と参加をまとめ、居住者・地権者、専門家、

民間事業者とともに、案を練っていく機会をもつこ

とが行政に求められる役割だろう。

５　コンパクトシティは可能か

都市をコンパクト化することで住みやすさの改善

や、都市経営の効率化をはかるコンパクトシティが

地方創生において提唱されているが、人口減少、空

き家の発生状況からみると、その形成はかなり困難

と思われる。

まず、高齢者は古くから都市の中心部に住んでい

ることが多いので中心部から人口が減少し、空き家

が発生する。実際に空き家は、駅の周辺に多いこと

が推計されている18。コンパクトシティ形成のため

には、中心部の高齢者が亡くなった後に、郊外の若

い世代を移動させることが考えられるが、古い家屋、

街並みのままでは、若い世代は入ってこない。

中心部での再開発が望まれるが、財政負担も限ら

れる中、地価が事業可能なレベルに下がるまで待つ

ことになり、その間、中心地の荒廃は進むことにな

る。（超高層の分譲マンションを建築・販売するこ

とによって再開発事業の採算が取りやすくなるので、

実際そのような再開発を行っている都市もあるが、

その課題については、後に述べる）。

行政支出を当てにせず、限られた資金で中心地を

リノベーションする方法も各地で取り組まれている

が、古い建物や土地の所有者が協力して建物や土地

の利用に踏み切れない。そうしているうちに、転出

や相続で所有者が分散し権利関係が複雑化してさら

に手が付けにくくなる。

そもそも、郊外に若い世代が住んだのは地価の安

さとともに、道路や公共施設整備を行い、医療や買

い物などの生活サービスへのアクセスが良くなった

からである。この条件を悪化させると、郊外の住人

は中心地ではなく、他の自治体のより利便性の高い

場所に移動する可能性が高い。　
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北海道夕張市は、市内に分散する炭鉱住宅を集約

してコンパクトシティの形成に取り組んでいるが、

財政的に行政サービスを低下させざるを得ない状況

なので人口流出が止まらない19。都市間の距離があ

る北海道でさえそうなのだから、移動が容易な埼玉

県では、さらに人口流出につながるだろう。

また、郊外から中心地に住民を移動させることに

成功したとしても、残された郊外が自然と農地や緑

地に戻るわけではなく、手を入れなければ空き家と

荒れ地が広がることになる。郊外の公共施設も、施

設として廃止は可能でも残された建物の除却に費用

がかかり、費用が捻出できなければ放置せざるを得

ない。

コンパクトシティの形成について、コンパクトな

中心地の利便性は喧伝されるが、撤退する郊外をど

うするか明確な答えが示されていない。

さらに、空き家の発生は高齢者の多い中心地に発

生しやすいと述べたが、むしろあらゆるところに虫

食い的に発生することを覚悟した方がよい。高齢者

でも余命は異なり、また若い世代でも事情により住

宅の管理を放棄することはありうる。人口減少は長

期に続くので、空き家の発生も不連続かつ長期にわ

たることが予想される。よって空き家対策は、あち

らこちらに発生しかねない空き家を（先回りをして）

手当てしてまわることが求められる。ある範囲をコ

ンパクトシティにすると線を引いても、その線の内

外で空き家は次々と発生するので、意味をなさなく

なるだろう。

空き家になりそうな家は、空き家になる前に新し

い人を呼び込み、できなくとも周辺の住民や地域に

よる活用を事前に取り決め、その発生を抑えて地域

の価値を保つことが重要である。その取り組みにお

いては、中心地、郊外を分けるべきではないだろう。

６　分譲マンションの課題

空き家は、戸建て住宅での発生を想定しているが、

さらに、放置され管理が問題になりそうなのが分譲

マンションである。

近年の東京一極集中の人口の受け皿として、分譲

マンションはかなりの割合を占め、20階以上の超

高層マンション20や200戸以上の大型マンションも

増えている。民間機関が公表している「マンション

化率」（世帯率に占める分譲マンション戸数の割合）

は、2014年に東京都で26％、埼玉県で14％を超え

ている。21

分譲マンションは、多数の区分所有者が存在し、

大規模修繕、建て替えの合意形成の困難に直面する

問題が近年増えている。分譲マンションは、敷地内

は私有財産であり、管理組合による管理で完結する

はずで、行政が介入しにくく課題が放置されてきた

が、そうもいかなくなってきている。

経年によりマンションは老朽化するとともに、住

民の転居や相続によって、区分所有者は、数が増え

るとともに分散し、合意形成はさらに困難になる。

加えて、大規模修繕・建て替えの法的困難・技術的

な未開発な面もある。現在、新築のマンションで

あっても、例えば国の長期ビジョンが展望する

2060年時点でどのような形で存続しているのか想

像もできない。

空き室を多数抱え、管理費の徴収も困難となり、

老朽化して地域全体に悪影響を与えるゴーストマン

ションはすでに都内で問題化しているが、これが大

きく広がる可能性がある。

超高層マンションを建てて、増やした戸数の売却

益で再開発を成立させる再開発が各地で行われてい

るが、その将来には大きな懸念がある。超高層マン

ションの大規模修繕については技術開発の途上であ

り、建て替えに至っては、解体・建設に数年かかる

ことが予想される。数百戸の区分所有者の合意を形

成することは極めて困難だろう。
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分譲マンションの建て替えは、戸数を増やして建

替え増加分の住戸を売却して資金調達を行うことが

想定されるが、超高層マンションではこれが不可能

であり、将来にリスクを残す形の開発といえる。

人口の社会増加を分譲マンション開発に頼ってき

た自治体は早期に、課題の理解と対策を空き家と同

様に開始すべきと考える。もちろん一自治体では困

難なので、区分所有のあり方や大規模修繕、建て替

えの条件などの法的な面も含め県、国レベルでの対

応を求めることも必要である。

東京では、2020年に向けて湾岸地域で大規模な

マンション群の開発が相次ぎ、東京オリンピックの

選手村の後利用も含めて、住宅は大量に供給される

見込みである22。地方創生の東京一極集中の是正の

方針に反するが、これを止めようとの動きは国・都

ともにない。その大量の住宅供給に対して対抗でき

るだけの魅力的な住環境を、老朽化しつつある中心

地とマンションを抱えながら、どうつくるかという

のが、埼玉県、特に県南部の市町の課題であろう。

７　人口減少の影響とその対応

国の「長期ビジョン」でも人口減少の経済社会

に対する影響を述べている23が、ここでは、「ひと」

を中心に考えてみたい。　　　

まず、「ひと」を支えているのは現代の日本では「市

場」である。ライフラインも水は公営であるが、電

気・通信は市場化が進んでいる。公共交通もほぼ民

営化された。「ひと」は高齢化や貧困により弱ると

市場にアクセスできなくなる。また、人口減少によ

り「市場」も弱る。商店の撤退などによる高齢者の

買い物難民化が例としてあげられる。

そうなった時、「ひと」を支える主体は「家族」「地

域」「行政」などが考えられる。（「企業」は、定年

で退職してしまえば年金以外は頼れない。）しかし、

これらも人口減少によりすべてが弱体化する。

家族は、既に単独世帯が増え、今後とも増加する

ことが推計されており24、家族での支え合いがそも

そも不可能な状況になる。

地域は、高齢化によって自治会が成り立たない、

祭や行事、防犯・防災活動ができないなどの問題が

既に顕在化している。

行政は、生産年齢人口の減少や地価の下落により

住民税、固定資産税が減り財政的に苦しくなる一方、

高齢者の増加による行政需要の高まりの板挟みとな

る。少子化により関連する支出が削減できるかとい

えば、子育て支援の充実が求められ、必ずしも、そ

うはいかない25。

このような中で、ＮＰＯなどによる市民活動と企

業の社会貢献が、地域や行政と連携して「ひと」を

支えることが期待されている。高齢者を家族以外で

支える方法としては、成年後見制度の活用や、家族

の同居・近居を再度支援する方法がある。ＵＲ（都

市再生機構）では近居割（親族が同じか近くのＵＲ

団地に入居すれば、家賃を割り引く制度）を導入し

ており、自治体でも補助金などで支援している。　

高齢者の住宅に血縁関係のない若者の同居を推進

する取り組みを始めている自治体があるが、このよ

うな他人同居やシェアハウス、疑似家族形成も、有

効な選択肢になるかもしれない。

自治会・町内会の支援は、既に自治体で行ってい

るが、違うアプローチでコミュニティを活性化する

ために、マンションや団地などでの隣人祭り26の開

催を商店街や企業が支援する例もみられる。

行政も、公民連携、民間活力利用により行政支出

の削減・公共サービスの維持向上に取り組んでいる。

高齢者の生活支援については、高齢者を一か所に

集めてサービスの供給を合理化する方法がコンパク

トシティのメリットとして喧伝されるが、ニュータ

ウンや住宅団地などでは、既に高齢者が集中してい

るので、その集中メリットを生かす形で高齢者をケ

アしつつ若い世代を呼び込む手法の開発が望まれる。

ケアのための施設は、団地自体または高齢化や人

口減少に伴い廃止された学校校舎など公共施設や空
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き家のリノベーションでの対応が考えられる。

国の総合戦略の「大都市圏における安心な暮らし

の確保」における政策パッケージ「大都市近郊の公

的賃貸住宅団地の再生、福祉拠点化」「公共施設・

公的不動産の利活用についての民間活力の活用、空

き家対策の推進」に当てはまるだろう。

８　埼玉県の位置（これから）

東京から地方への高齢者の移住の促進のためのＣ

ＣＲＣ27が日本創成会議や国の総合戦略で検討・推

進がされている。移住を除き、高齢者に継続して住

居、医療・介護・福祉サービス、生涯学習機会を提

供する場とみれば、埼玉県には、高齢者が住む住戸

は固まってあり、近隣に大学が立地するニュータウ

ン、住宅団地は多くある。そこにうまく医療・介

護・福祉機能を導入し、高齢者の加齢に応じてサー

ビスをできるように連携すれば、移住抜きでＣＣＲ

Ｃをつくりあげることができる。医療・介護、生涯

学習等のサービス産業が興るので、若い世代の「し

ごと」も発生し、空いている空間に居住してもらえ

ば、ニュータウン・住宅団地の世代交代にも資する。

また、高齢者が中心部であれ郊外部であれ分散し

て居住する状態に対しては、そのケアのための移動

をコストとして顕在化しないような手法や技術開発

が望まれる。ＩＴの活用により、情報を届け、プラ

イバシーを侵害しない形で見守りを行い、必要な時

に必要なだけのサービス提供を行うことは可能とな

りつつある。

かつて、高齢者は、若い時のように稼げず、また、

消費も低下するので、ビジネスの対象としてみられ

てこなかった。高齢者は家族の庇護下で過ごし、市

場とは離れた存在とみられてきた。

しかし、近年、単身化、小世帯化が進み家族の支

える力が落ちる一方、能力のある高齢者28が増えた

こともあり、消費や旅行さらには資産運用で高齢者

が直接市場とやりとりをする機会が増えている。ま

た、市場の供給者側である民間企業からも高齢者市

場はその人口の増大とともに注目され、高齢者の生

活支援、居住支援のビジネスが開拓されつつある。

これは高齢者に市場が近づく動きとみなせる。　

医療や介護から教養・娯楽に至るまで、高齢者が

必要とするサービスを提供する企業群が、高齢者を

見守り、加齢につれ変わっていく生活ニーズに応え

つつ、その住居や資産を管理し、亡くなられた後も、

速やかに次に引き継げるような仕組みをつくれば、

高齢者の生活の質の維持・向上と行政支出の削減が

両立し、地域の住宅が次の世代に活用されることに

もなる。また、新しい形で地域にサービス産業が生

まれ、若い世代の雇用と定住も増える。

そのような市場に高齢者が急増する埼玉県の各地

域がなるよう官民が連携した取り組みが期待される。

ここ３年ほど全国で高齢者を最も転出させている

のは、東京都であり、最も転入させているのは、平

成24、25年が埼玉県、26年が千葉県（埼玉県は２位）

である29。埼玉県は70歳代以上が都内からを中心に

転入超過となっているとされる30。　　

かつて東京都があふれる若い世代を近県に転出さ

せたのと同様に、増える高齢者を転出させはじめて

いるともいえる。再びの受け皿化ではあるが、敢え

てそれを受けて、二流の都心ではなく一流の郊外、

一流の受け皿として、埼玉県はどうあるべきかを考

えていく必要があるだろう。

９　おわりに

「埼玉県は元々、２百万人程の人口でした。それ

がこの30年で５百万人も増加し、今では７百万人

を超えています。５百万人もの人口増加は、欧州の

デンマークに匹敵する人口が移住してくるようなも

のですから、道路や学校、住宅と下水道といった社

会的インフラの整備が進みません。当然、ゴミ処理

も追いつかないのです。そこで生ごみや不燃ごみを

見沼田んぼに埋め立てて」「それは酷い状況で、し
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尿処理もしきれず、バキュームカーで運んできたし

尿を」「市は闇夜に紛れて見沼田んぼの中央に流れ

る芝川にそのまま放流していました」「当時はなり

ふり構わず何でもやってしまう。そんな状況でした」31

今では信じられないが、人口の急増期の混乱は以

上のようであった。しかし、埼玉県は、都市環境を

改善し、その困難を克服してきた。　

人口減少と高齢者人口の増加は、別の困難をもた

らすが、きっと乗り越えられると信じたい。
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